
 

志摩都市計画地区計画の変更（糸島市決定） 

 

都市計画芥屋地区地区計画を次のとおり変更する。 

名       称 芥屋地区地区計画 

位       置 糸島市志摩芥屋地内 

面       積 約 70.2ha 

地区計画の目標 

本地区は、志摩都市計画区域の西部に位置する市街化調整区域であり、芥屋漁港を中心と

した古くからの集落と本市を代表する観光地を含む区域である。今後は漁港を中心とした観

光地区と集落地区とに区分し、土地利用の純化を図ることを目標とする。 

保
全
に
関
す
る
方
針 

区
域
の
整
備
・
開
発
お
よ
び 

土地利用の方針 
 本地区を大きく漁港を中心とした観光地区、旧来からの住宅地区、新たな低層住宅地区と

に区分し土地利用を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

土地利用の方針に基づき、建築物の形態又は意匠の制限を定め、自然環境の中でゆとりと

潤いのある良好な住環境の形成とその維持、保全を図る。 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区

の細

区分 

地区の名称 A 地区 B 地区 C 地区 D 地区 Ｅ地区 Ｆ地区 

地区の面積 約 20.5ha 約 16.4 ha 約 27.9 ha 約 1.4 ha 約 3.2ha 約 0.8 ha 

用途の制限 

次 に 掲げ る

建 築 物は 建

築 し ては な

らない。ただ

し、市長が地

区 の 環境 を

害 す るお そ

れ が ない と

認め、又は公

益 上 やむ を

得 な いと 認

め る もの に

つ い ては こ

の 限 りで は

ない。 

（１）建築基

準 法 別表 第

２（に）項各

号 に 掲げ る

もの 

※ 当 該地 区

計 画 に係 る

都 市 計画 決

定 が なさ れ

た 際 現に 存

す る 建築 物

又 は 現に 建

築、修繕若し

く は 模様 替

の工事中の 

次 に掲 げる

建 築物 は建

築 する こと

ができる。 

（１）建築基

準 法別 表第

２（い）項各

号 に掲 げる

もの 

（２）市長が

地 区の 環境

を 害す るお

そ れが ない

と認め、又は

公 益上 やむ

を 得な いと

認めるもの 

※ 当 該 地 区

計 画 に 係 る

都 市 計 画 決

定 が な さ れ

た 際 現 に 存

す る 建 築 物

又 は 現 に 建

築、修繕若し

く は 模 様 替

の 工 事 中 の

建 築 物 に つ

いては、同規

模、同一用途 

次 に 掲げ る

建 築 物は 建

築 す るこ と

ができる。 

（１）建築基

準 法 別表 第

２（い）項各

号 に 掲げ る

もの 

（２）市長が

地 区 の環 境

を 害 する お

そ れ がな い

と認め、又は

公 益 上や む

を 得 ない と

認めるもの 

※ 当 該地 区

計 画 に係 る

都 市 計画 決

定 が なさ れ

た 際 現に 存

す る 建築 物

又 は 現に 建

築、修繕若し

く は 模様 替

の 工 事中 の

建 築 物に つ

いては、同規

模、同一用途 

建 築 基 準 法

別 表 第 ２

（へ）項各号

に 掲 げ る も

の の 他 次 の

各 号 に 掲 げ

る 建 築 物 は

建 築 し て は

ならない。た

だし、市長が

地 区 の 環 境

を 害 す る お

そ れ が な い

と認め、又は

公 益 上 や む

を 得 な い と

認 め る も の

に つ い て は

こ の 限 り で

はない。 

（１）床面積

15 ㎡を超え

る畜舎 

（２）ボーリ

ング場、スケ

ート場、水泳

場 そ の 他 こ

れ ら に 類 す

るもの 

（３）パチ 

建 築 基 準 法

別 表 第 ２

（へ）項各号

に 掲 げ る も

の の 他 次 の

各 号 に 掲 げ

る 建 築 物 は

建 築 し て は

ならない。た

だし、市長が

地 区 の 環 境

を 害 す る お

そ れ が な い

と認め、又は

公 益 上 や む

を 得 な い と

認 め る も の

に つ い て は

こ の 限 り で

はない。 

（１）床面積

15 ㎡を超え

る畜舎 

（２）ボーリ

ング場、スケ

ート場、水泳

場 そ の 他 こ

れ ら に 類 す

るもの 

（３）パチ 

建 築基 準法

別 表 第 ２

（へ）項各号

に 掲げ るも

の の他 次の

各 号に 掲げ

る 建築 物は

建 築し ては

ならない。た

だし、市長が

地 区の 環境

を 害す るお

そ れが ない

と認め、又は

公 益上 やむ

を 得な いと

認 める もの

に つい ては

こ の限 りで

はない。 

（１）床面積

15 ㎡を超え

る畜舎 

（２）ボーリ

ング場、スケ

ート場、水泳

場 その 他こ

れ らに 類す

るもの 

（３）パチ 



 

建 築 物に つ

いては、同規

模、同一用途

の 範 囲に お

い て 建築 で

き る もの と

する。 

の 範 囲 に お

い て 建 築 で

き る も の と

する。 

の範囲におい

て建築できる

ものとする。 

ンコ屋、射的

場 そ の 他 こ

れ ら に 類 す

るもの 

（４）カラオ

ケ ボ ッ ク ス

そ の 他 こ れ

に 類 す る も

の 

ンコ屋、射的

場 そ の 他 こ

れ ら に 類 す

るもの 

（４）カラオ

ケ ボ ッ ク ス

そ の 他 こ れ

に 類 す る も

の 

ンコ屋、射的

場 その 他こ

れ らに 類す

るもの 

（４）カラオ

ケ ボッ クス

そ の他 これ

に 類す るも

の 

容積率の最高限度 10 分の 20 10 分の 8 10 分の 8 10 分の 20 10 分の 20 10 分の 20 

建ぺい率の最高限

度 
10 分の 6 10 分の 5 10 分の 5 10 分の 6 10 分の 6 10 分の 6 

最高高さの制限 

15m 

建 築 物の 高

さ に つい て

は、建築基準

法 施 行令 の

規 定 に基 づ

く。 

10m 

建 築物 の高

さ につ いて

は、建築基準

法 施行 令の

規 定に 基づ

く。 

10m 

建 築 物の 高

さ に つい て

は、建築基準

法 施 行令 の

規 定 に基 づ

く。 

15m 

建 築 物 の 高

さ に つ い て

は、建築基準

法 施 行 令 の

規 定 に 基 づ

く。 

15m 

建 築 物 の 高

さ に つ い て

は、建築基準

法 施 行 令 の

規 定 に 基 づ

く。 

15m 

建 築物 の高

さ につ いて

は、建築基準

法 施行 令の

規 定に 基づ

く。 

敷地面積の最低限

度 
 ―  ―  ―  ―  ―  ― 

建築物等の形態、 

意匠など 

建 築 物 及

び広告物、看

板の形態、意

匠 に つい て

は、自然景観

の 形 成に 寄

与し、周辺環

境 に 調和 し

た も のと す

ること。 

建 築 物 及

び広告物、看

板の形態、意

匠 につ いて

は、自然景観

の 形成 に寄

与し、周辺環

境 に調 和し

た もの とす

ること。 

建 築 物 及

び広告物、看

板の形態、意

匠 に つい て

は、自然景観

の 形 成に 寄

与し、周辺環

境 に 調和 し

た も のと す

ること。 

建 築 物 及

び広告物、看

板の形態、意

匠 に つ い て

は、自然景観

の 形 成 に 寄

与し、周辺環

境 に 調 和 し

た も の と す

ること。 

建 築 物 及

び広告物、看

板の形態、意

匠 に つ い て

は、自然景観

の 形 成 に 寄

与し、周辺環

境 に 調 和 し

た も の と す

ること。 

建 築 物 及

び広告物、看

板の形態、意

匠 につ いて

は、自然景観

の 形成 に寄

与し、周辺環

境 に調 和し

た もの とす

ること。 

区域、地区の区分は計画図表示のとおり 

理由 別紙理由書のとおり 


